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第1 高知県の概況

高知県は、黒潮の打ち寄せる変化に富んだ海岸線をはじめ、四万十川や仁淀川に

代表される清流や緑深い山々など、美しく豊かな自然に恵まれた県であり、南部は

室戸、足摺の両岬の間に土佐湾を抱き、北部は四国山地で愛媛、徳島両県と接して

いる。

面積は7, 10S平方キロメートルと、四国4県では最大で、四国全体の約3

8％を占める。ただし、その多くは山地であり、高知市から香南市、香美市土佐山

田町南部に至る香長平野と、南西部の四万十市周辺がやや広い平野となっているほ

かは、そのほとんどが海の近くまで山が迫る典型的な山国であって、森林面積の占

める割合は全体の約84％にも及ぶ。

一年を通して気候は温暖であり、足摺岬や室戸岬ではアコウ、ビロウといった亜

熱帯植物も自生する。冬季には、冬でも温暖な気候を求めて、多数のスポーツチー

ムがキャンプを設置する土地としても有名である。また、春には、全国に先駆けて

ソメイヨシノが開花することでも知られる。

年間日照時間は2, OOO時間を超え、毎年、全国上位を記録する一方、年間降

水量も山間部では3, OOOミリを超える所が多く、東部の魚梁瀬地方では4, O

OOミリを超える日本有数の多雨地帯となっている。

この温暖で多雨多照の恵まれた気候を活用して、平野部では、冬春野菜を中心と

した園芸農業が盛んである。一方、山間部では､夏期の冷涼な気象条件を生かした

特色のある米作りが行われるなど、地域の特性を生かした農業が行われている。

また、全長713キロメートルの長い海岸線を有することから、豊かな水産資源

にも恵まれており、特にそうだがつおの漁獲量は全国一位である。

人口は673， 817人（令和5年1月1日現在） 。

平成14年4月には9市7郡25町19村からなっていたが、平成の大合併を経

て、現在では11市6郡17町6村に再編されている。
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第2 沿革等

◎高知地方裁判所・高知家庭裁判所

位 置 高知市丸ノ内一丁目3番5号

敷地面積 7， 251． 19平方メートル

事務所建部分

建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上6階建

面 積 延 10, 371. OS平方メートル

建 ’’ 5’7． 72平方メートル

車庫棟部分

建物構造 鉄筋コンクリート造平屋建

面 積 延 117平方メートル

建 117平方メートル

竣 工 平成16年3月31日 （工費31億1298万9 O36円）

高知裁判所と称し、現庁舎敷地において開庁

民・刑裁判事務を高知県から引継ぎを受ける。

高知地方裁判所と改称

高知始審裁判所と改称

高知地方裁判所と改称

庁舎竣工

陪審法施行のため、陪審庁舎及び陪審員宿舎を新築

失火（■■■■給仕による）により陪審庁舎焼失

上記庁舎竣工

高知家事審判所開設

高知家事審判所を高知家庭裁判所へ移管

明治 8年12月

〃 9年5月

〃 9年9月

〃 15年 1月

〃 23年11月

〃 29年7月

昭和3年以下不詳

〃 11年10月

〃 12年3月

〃 23年 1月

〃 24年 1月
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高知家庭裁判所を高知市北奉公人町271番地の仮庁舎

（元土佐簿記学校校舎）に移転 一

上記仮庁舎西隣、 ｜

仮庁舎類焼（半焼仮庁舎類焼（半焼）

の火災の際、昭和24年12月

のため、高知地裁内に移転

仮庁舎修復工事完了、同所に移転

家事部を除く各課高知地裁庁舎に移転

家事部高知地裁陪審員宿舎跡に移転

家裁棟旧庁舎竣工

調停棟旧庁舎竣工

法廷棟旧庁舎竣工

正面棟旧庁舎竣工

高知簡易裁判所道路交通部旧庁舎竣工

家裁棟増築工事完了

全庁舎冷暖房改修工事完了（第2機械室鉄筋コンクリー

ト平屋建増築を含む。 ）

庁舎内部改修工事完了

昭和62年法律第90号により、本山、赤岡、窪川及

び宿毛の各簡易裁判所廃止

最高裁判所規則第6号により、本山、赤岡、窪川及び宿

毛の高知家庭裁判所各出張所廃止

庁舎内部改修工事完了

庁舎内部改修工事完了

庁内ファンコイルユニット取替工事完了

身障者昇降機新設工事及び庁舎内部改修工事完了

仮庁舎新営等工事完了、仮庁舎での執務開始

庁舎一部解体工事及び埋蔵文化財発掘調査完了

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

５
５
８
４
７
８
９
２
６
０

２
２
２
３
３
３
３
４
４
５

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

２
６
４
２
２
３
３
２
３
３

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

60年

63年

月
月
３
５

〃

〃

平成 2年 3月

月
月
月
月
月

２
３
３
０
７

１

１

年
年
年
年
年

４
５
９
２
３

１
１
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I

平成13年12月 現庁舎建築等一

現庁舎竣工

裁判員裁判法廷工事完了

204号法廷IT機器設置に伴う改修工事完了、庁舎

自転車置場設置工事完了

電話交換機設備（ダイヤルイン切替）改修工事完了

警備員詰所設置工事完了

電話交換室等内部改修工事完了

家事書記官室と家裁調査官室の配置換工事完了

エレベーター設備改修工事完了（戸開走行保護装置新設、

耐震性能適合化）

庁舎外壁タイル補修工事完了（外壁タイル剥落・浮きの

補修／暇疵担保工事）

庁舎改修工事完了（身柄エリア改修）

庁舎外壁タイル補修工事完了（外壁タイル経年劣化の修

繕）

庁舎建具修繕等工事完了（■■■■■■■■■■■■■■

■）

庁舎審判廷扉改修工事完了（■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■）

空調用中央監視装置パソコン修繕工事完了（ハードディ

スクの交換及び制御用プログラムの設定）

201号、 203号、 204号法廷扉等改修工事完了

（逃走防止対策工事）

庁舎機械設備改修工事完了（冷温水発生機等オーバーホ

月
月
月

３
１
ｓ

１

年
年
年

６
８
０

１
１
２

〃

〃

〃

月
月
月
月
月

３
０
２
３
０

１
１
１

年
年
年
年
年

１
１
１
５
６

２
２
２
２
’
２

〃

〃

〃

〃

〃

27年12月〃

28年3月

28年 3月

〃

〃

28年10月〃

28年11月〃

29年9月〃

SO年 3月〃

30年11月〃

－ル）
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平成31年 1月 自家発電機バッテリー等交換修繕工事完了

庁舎建具改修工事完了（｜

｜）

庁舎内部改修工事（バリアフリー休養室）

庁舎受水槽給水設備修繕工事完了

自動給水ポンプユニット （中水系統）修繕工事

’〃 31年 2月

月
月
月

９
７
２１

年
年
年

元
２
２

令和

〃

〃

庁舎構内交換設備改修工事

給湯室電気湯沸器交換修繕工事

庁舎自動制御設備改修工事

自動ドア用防護柵取付工事完了

年
年
年
年
年
年

３
３
３
４
４
４

月
月
月
月
月
月

１
２
７
１
２
２

〃

〃

〃

〃

庁舎建具改修工事（授乳室）〃

衛生設備取替修繕工事〃
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高知簡易裁判所

位 置 高知地方裁判所と同一敷地

高知区裁判所と称し、現庁舎敷地において開庁

高知治安裁判所と改称

高知県のうち安芸・香美・長岡？土佐・吾川・高岡の各

郡を管轄 、

高知区裁判所と改称

赤岡・安芸両区裁判所に属する裁判事務を、それぞれ両

区裁判所に移す。

赤岡区裁判所管内の裁判事務を取り扱う。

須崎区裁判所管内の裁判事務を取り扱う。

須崎区裁判所裁判事務復活

須崎区裁判所管内の裁判事務を取り扱う。

須崎区裁判所裁判事務復活

高知簡易裁判所開設

赤岡簡易裁判所庁舎老朽のため、同管内の裁判事務を取

り扱う。

赤岡簡易裁判所新庁舎竣工のため事務復活

土佐郡本川村が本山簡易裁判所から管轄変更

昭和62年法律第90号により、香美郡、長岡郡及び土

佐郡の全域が管轄区域となる。

明治 9年12月

〃 15年 1月

〃 23年11月

〃 25年6月

〃 34年 7月

昭和 6年4月

月
月
月
月
月

２
０
７
５
４

１

年
年
年
年
年

８
７
１
２
５

１
２
２
２

〃

〃

〃

〃

〃

月
月
月

４
６
５

年
年
年

８
８
３

２
２
６

〃

〃

〃

6



◎高知地方・家庭裁判所須崎支部

位 置 須崎市鍛治町2番11号

敷地面積 1， 972． 12平方メートル

建物構造 鉄筋コンクリート建地上2階

面 積 延 1，255． 98平方メートル

建 607d 29平方メートル

竣 工 昭和48年3月25日 （工費8， 182万円）

須崎区裁判所と称し、現庁舎敷地において開庁、登記事

務のみを取り扱う。

裁判事務を取り扱う6

廃庁し、高知区裁判所須崎出張所となるd

須崎区裁判所復活

管内の裁判事務を高知区裁判所において取り扱う。

上記事務取扱い復活

管内の裁判事務を高知区裁判所において取り扱う。

上記事務取扱い復活

高知地方裁判所須崎支部（乙号） と改称

須崎家事審判所設置

須崎家事審判所を高知家庭裁判所須崎支部へ移管

支部合同庁舎新営工事のため、旧須崎工業高校跡仮庁舎

明治23年11月

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

２
４
７
４
２
０
７
５
１
１
６

１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
２
６
６
８
７
１
２
３
４
７

２
１
２
２
２
２
４

正
和

″
大
〃
昭
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

1

に移転

現庁舎竣工

冷房設備新設等工事完了

権限甲、乙号の区別廃止

正面玄関等改修工事完了

〃 48年3月

" 60年12月

平成2年4月

" 10年3月
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、

屋上防水等改修工事完了

第一調停室防音等工事完了

東側囲障設置工事完了

階段点字ブロック設置工事完了

冷暖房設備の更新工事完了

庁舎外部等改修工事完了

庁舎内部等改修工事完了

北東側囲障設置工事完了

自動ドア用防護柵取付工事完了

耐震改修工事完了

鋪床等改修工事完了（駐車場インターロッキング舗装の

修繕等) ，

駐車場車止め等設置工事完了

庁舎改修工事完了（身柄エリアの改修及びオストメイト

等の設置）

平成14年 3月

1 ‘5年 3月

17年12月

〃

〃

18年

20年

20年

21年

22年

25年

27年

27年

月
月
月
月
ゞ
月
月
月
月

２
１
３
２
３
２
２
８

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

28年

28年

1月

3月

〃

〃

庁舎修繕工事完了（｜

■■■■■）

29年 2月〃

非常灯内蔵バッテリ－交換修繕工事完了

1号法廷扉等改修工事完了（逃走防止対策工事）

案内標識設置工事完了

庁舎内部等改修工事完了（2階ラウンドテーブル法廷の

1階への移設等）

庁舎西側塀（煉瓦造）囲障改修工事

庁舎自動ドア（ドアエンジン）修繕工事

29年11月

30年2月

〃

〃

30年11月〃

令和 2年 3月

〃 3年 1月
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、

須崎簡易裁判所

高知地方裁判所須崎支部と同一敷地位 置

須崎簡易裁判所と称し、開庁

昭和62年法律第90号により、高岡郡窪川町、幡多郡

大正町及び同郡十和村（いずれも、平成の大合併により、

昭和22年 月
月
５
５63年〃

四万十町となった。 ）が管轄区域となる。
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◎高知地方・家庭裁判所安芸支部

位 置 安芸市久世町9番25号位 置

敷地面積

建物構造

面 積

2, 149. OO平方メートル

鉄筋コンクリート建地上2階

延 1, 130. 36平方メートル

建 565． 18平方メートル

竣 工 昭和51年3月4日 （工費1億2， 371万円）

高知治安裁判所安芸出張所として、安芸村芸陽小学校

（現在の第一小学校）の敷地建物を当時の安芸村から借

用して開庁し、登記事務のみを取り扱う。

明治21年 3月

安芸区裁判所と改称

裁判事務を取り扱う。

庁舎を新築し、安芸市本町三丁目11番10号に移転

火災により庁舎焼失

旧庁舎竣工（総工費1万2， 707円）

高知地方裁判所安芸支部（乙号） と改称

安芸家事審判所設置

安芸家事審判所を高知家庭裁判所安芸支部へ移管

現庁舎竣工

冷房設備新設等工事完了

権限甲、乙号の区別廃止

正面玄関に自動扉整備等工事完了

庁舎屋上防水等改修工事完了

ラウンドテーブル法廷整備工事完了

電話設備新設工事完了

月
月
月
月

１
６
２
４

１年
年
年
年

３
５
３
２

２
２
Ｓ

正

″
〃
〃
大
〃 3年3月

昭和22年5月

〃 23年 1月

〃 24年 1月

〃 51年3月

〃 62年12月

平成．2年4月

〃 8年？ 3月

〃 12年11月

〃 13年11月

〃 15年11月
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予備室等改修工事完了

記録庫､証拠品庫及び機械室の吹付石綿除去工事完了

庁舎階段点字ブロック設置工事完了

庁舎内部改修工事及び冷暖房設備改修工事完了

自動ドア用防護柵取付工事完了

庁舎外壁等改修工事完了

庁舎改修工事完了（身柄エリアの改修）

身障者用駐車場表示板設置工事完了

隣接する久世町宿舎跡地265． 71㎡を庁舎敷地へ用

途変更

平成17年 9月

月
月
月
月
月
月
月
〃
月

２
２
２
２
３
２
３
５

１

年
年
年
年
年
年
年
年

７
８
１
５
７
８
８
８

１
１
２
２
２
２
２
２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

庁舎建具修繕工事完了（｜

）

29年 2月〃

非常灯内蔵バッテリー交換修繕工事完了

1号法廷扉等改修工事完了（逃走防止対策工事）

身体障害者用駐車場塗装等工事完了

庁舎外構等改修工事（押送車両転回用等駐車場整備、囲

障改修工事）

自動ドア用防護柵取付工事完了

29年1 1月

30年 2月

30年 3月

〃

〃

〃

令和 2年12月

〃 4年 1月

安芸簡易裁判所

位 置 高知地方裁判所安芸支部と同一敷地

昭和22年 5月安芸簡易裁判所と称し､開庁

､
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◎高知地方．高知地方・家庭裁判所中村支部

位 置 四万十市中村山手通54番地1

（平成17年4月10日住所変更）

敷地面積 2， 885． 43平方メートル

建物構造 鉄筋コンクリート建地上3階

面 積 延 1,508. 89平方メートル

建 528. O9平方メートル

竣 工 昭和54年3月30日 （工費1億9, 720万円）

中村区裁判所と称し、現庁舎敷地において開庁

中村治安裁判所と改称

中村始審裁判所を設置

中村始審裁判所を高知始審裁判所中村支庁と改称

中村治安裁判所を中村区裁判所と改称

支庁を高知地方裁判所中村支部（甲号） と改称

庁舎水害被災

1日庁舎竣工（総工費4万2， 391円）

乙号支部となる。

中村家事審判所設置

中村家事審判所を高知家庭裁判所中村支部へ移管

少年保護事件取扱い開始

現庁舎竣工

冷房設備新設等工事完了

明治 9年12月

〃 15年 1月

〃 16年 1月

〃 23年11月

昭和10年9月

〃 11年3月

〃 22年5月

〃 23年 1月

〃 24年 1月

〃 28年4月

〃 54年3月

" 60年12月

、

〃 63年5月昭和62年最高裁判所規則第6号により廃止された宿毛

出張所の事務を取り扱う。 、

平成 2年4月権限甲、乙号の区別廃止
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身障者昇降機新設工事完了

ラウンドテーブル法廷整備工事完了

落石防護柵設置等工事、階段点字ブロック設置工事完了

冷暖房設備更新、庁舎外部等改修工事完了

1号法廷傍聴席等改修工事完了

勾留質問室等空調設備設置工事完了

耐震改修工事完了 ・

庁舎内部等改修工事完了

自動ドア用防護柵取付工事完了

庁舎外構補修工事完了

庁舎外構改修工事完了（構内歩道及び身障者用駐車場）

構内鋪床等改修工事完了（身柄押送車両の進入路確保）

庁舎改修工事完了（身柄エリアの改修）

平成 7年 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
３
２
３
２
２
３
３
２
３
３
．
７
３
３

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
８
０
１
２
２
４
５
５
６
７
８
９

１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

庁舎修繕工事完了（

■■■■■）

〃

1号法廷扉等改修工事完了（逃走防止対策工事）

障害者用スロープへの手摺設置工事完了

庁舎正面玄関の点字タイル及び庁舎正面階段下への点字

ブロック拡張工事完了

屋外受変電設備交換修繕工事完了

看守待合室内線電話機増設工事完了
､ ､

庁舎エレベーター設備改修工事完了

庁舎煙突等改修工事完了（煙道移設、屋上防水、外壁補

修）

庁舎煙突アスベスト除去工事

屋外掲示板改修工事

30年

30年

月
月
２
３

〃

〃

月
月
０
１

１
．
年
年
０
１

３
３

〃

〃

月
月
１
３

年
年
２
２

和〈
祠
″
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令和 2年3月 庁舎西側塀（墓地との間のコンクリートブロック塀）囲

障改修工事

庁舎北側塀（民家との間のコンクリートブロック塀）囲

障改修工事

庁舎機械設備改修工事（冷温水発生機等オーバーホー

〃 3年2月

〃 4年12月

ル）

中村簡易裁判所

高知地方裁判所中村支部と同一敷地位 置

中村簡易裁判所と称し、

昭和62年法律第90

月町が管轄区域となる。

/、開庁

0号により、

昭和22年 5月

5月 宿毛市及び幡多郡大63年〃
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第3 管内管轄区域図

-邑唖

大金町大金町

香美郡

高知蕊鑿判所管内管轄区域図 ＋俳郡 本
山
町

本
山
町雪』ツ

土佐町

大jl l村

◎地裁,家裁,簡裁

○地･家裁支部,簡登
ロ検審

香美市
吾川君 南

回
市

南
回 安芸菅 6

香南市
一

健
獅土佐市 瑚I。高岡郡

姜西

戦袴原町ぽ津野町
田野町

中土佐町中土佐町
町

幡多郡 四万十町

黒測町
四万十市

OL

宿毛市

J三原村、
、〆-…'

土佐清水市

三原付

大月町

歯．

面積(hi)

317． 16

248．22

74．02

28． 37

6．53

52．36

196．73

， 165．48

39．60

632．32

286． 17

266．01

10273

188．46

85．37

人口（人）

15，573

11,032

2，058

2，917

2，407

2， 189

1 ， 119

735

3，628

31 ，763

18，281

11 ，634

4， 191

9，773

市町村名

安芸市

室戸市

東洋町

奈半利町

田野町

安田町

北川村

馬路村

芸西村

四万十市

宿毛市

土佐清水市

大月町

黒潮町

三原村

管轄面積(hi)

309．00

125．30

91.50

126．46

537．86

134．22

315．06

212． 13

95．27

470．97

44．85

135．20

193．21

100．80

11 1．95

236．45

197．85

642．28

333．00

人口（人）

320,647

46，014

25，358

32,081

25，948

3， 123

3，021

3，583

347

20，598

4，679

19，741

5，587

1 1，984

4，863

3， 123

5，099

14，847

4，492

、市町村名

高知市

南国市

土佐市

香南市

香美市

本山町

大豊町

土佐町

大川村

いの町

日高村

須崎市

中土佐町

佐川町

越知町

梼原町

津野町

四万十町

仁淀川町

管轄

安芸

高知

中村

1 ，382
須崎

人口（人）

｜
’

673,817高知県

注：人口 （推計）は令和5年1月1日現在、面積は令和4年全国都道府県市区町村別面積調

（国土地理院令和4年10月1日時点）によるものである。

、
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第4管内管轄区域一覧表

令和5年1月1日現在（推計）

１
１

地裁 管轄区域 人口(人）簡裁

管内合計 485,399

高知市 320,647

南国市

土佐市

46,014

25,358

香南市 32,081
高知

香美市 25,948

6, 144本山町、大豊町長岡郡

土佐郡 土佐町、大川村 3,930

Ⅱ ・ロ

吾川郡 いの町 20,598

高岡郡 日高村 4，679

管内合計 69,736

須崎市高知 19,741
須崎 須崎

中土佐町、佐ﾉ| |町、越知町、梼原町、
津野町、四万十町

高岡郡 45,503

吾川郡 仁淀ﾉ| |町 4，492

管内合計 41 ，658

安芸市

室戸市

15,573

11,032

安芸 安芸

． N I I－－－－－

東洋町、奈半利町、田野町、安田町、
北ﾉ| |村、馬路村、芸西村

安芸郡 15,053

管内合計 77,024

四万十市 31,763

中村中村 宿毛市

土佐清水市

幡多郡

18,281

七

11,634

黒潮町、大月町、三原村 15,346

合計（人口） 673,817
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